
権利の主体１ 

１ 権利能⼒ 
• 外国⼈も、法令または条約によって禁⽌される場合を

除いて、権利能⼒が認められる。 
• 不法⾏為の損害賠償請求も、胎児の代理はできない。 
• 権利能⼒なき社団は、社団名の登記はできない。権利

能⼒なき社団の資産は、その構成員に総有的に帰属す
る。 

２ 制限⾏為能⼒者 

未
成
年
者 

原
則 

未成年者が法律⾏為（契約）を⾏うには、法定代理⼈
の同意が必要である。同意がない場合、取り消すこと
ができる。 

例
外 

次の⾏為は、未成年者が単独で⾏ったとしても、取り
消すことができない。 
①単に権利を得、⼜は義務を免れる⾏為 
②⼀種⼜は数種の許された営業に関する⾏為 
③法定代理⼈から処分を許された財産の処分 

成
年
被
後
⾒
⼈ 

原
則 

成年後⾒⼈の同意を得て成年被後⾒⼈が契約をしたと
しても、本⼈・成年後⾒⼈が取り消すことができる。 

例
外 

⽇⽤品の購⼊その他⽇常⽣活に関する契約は、成年被
後⾒⼈であっても、単独ですることができる（取り消
すことができない）。 

被
保
佐
⼈ 

原
則 

被保佐⼈は、単独で契約をすることができる（取り消
すことができない）。 

例
外 

不動産の売買や借財等の重要な財産上の⾏為をするに
は、保佐⼈の同意が必要である。同意またはそれに代
わる家庭裁判所の許可がない場合、取り消すことがで
きる。 

被
補
助
⼈ 

原
則 

被補助⼈は、単独で契約をすることができる（取り消
すことができない）。 

例
外 

家庭裁判所により指定された⾏為をするには、補助⼈
の同意が必要である。同意がない場合、本⼈・補助⼈
は取り消すことができる。 

  



【問題】権利の主体１ 

□ 1. 胎児に対する不法⾏為に基づく当該胎児の損害賠償
請求権については、胎児は既に⽣まれたものとみな
されるので、胎児の⺟は、胎児の出⽣前に胎児を代
理して不法⾏為の加害者に対し損害賠償請求をする
ことができる。 ●H24-27-1 

□ 2. 権利能⼒なき社団Ａが不動産を買い受けた場合にお
いて、Ａは、法⼈に準じて扱われるので、登記実務
上、Ａ名義の登記が認められる。 ●H16-25-4 

□ 3. Ｂが権利能⼒なき社団である場合には、Ｂの財産は、
Ｂを構成するＡら総社員の総有に属する。 
 ●H29-27-イ 

□ 4. 成年被後⾒⼈の法律⾏為について、成年後⾒⼈は、
これを取り消し、または追認することができるが、
成年被後⾒⼈は、事理弁識能⼒を⽋く常況にあるた
め、後⾒開始の審判が取り消されない限り、これを
取り消し、または追認することはできない。 
 ●H24−27-4 

□ 5. 被保佐⼈Ａは、その保佐⼈Ｂの同意を得ずにＣにＡ
の所有する不動産を売却した場合に、Ａ及びＢは、
ＡＣ間の売買契約を取り消すことができる。 
 ●H16-25-2 

□ 6. 補助⼈の同意を得なければならない⾏為を被補助⼈
が補助⼈の同意を得てした場合であっても、相⼿⽅
は、制限⾏為能⼒を理由として被補助⼈の⾏為を取
り消すことができる。 ●H18-27-5 
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